
■５月号でお知らせしましたとおり、今回から医療費助成制度を３回にわけてご紹介します。
　今月は自立支援医療制度についてです。いずれも利用される際は役場の窓口に申請が必要です。

自立支援医療（更生医療）

　「自立支援医療（更生医療）」とは、身体障害者手帳を有している 18歳以上の方が、原因となる疾病が
治癒した後に残された機能障がいに対し、日常生活能力を回復、向上もしくは獲得（更生）させることを
目的として行なわれるリハビリテーション医療です。
・対象医療（主な治療例）

障がい区分 治　　　　　療　　　　　例

視覚障がい 水晶体摘出手術、網膜剥離手術、角膜移植術など

聴覚障がい 人工内耳埋込み術、穿孔閉鎖術、鼓室形成術など

言語障がい 外傷性（顎口蓋形成術・外傷性発音講語障がいの形成術など）、薬物療法など

肢体不自由 人工関節置換術、人工関節形成術、切断端形成術など

内部障がい 人工透析療法、ペースメーカ植込み術、経皮的冠動脈形成術、肝臓移植術など

自立支援医療（育成医療）

　「自立支援医療（育成医療）」とは、18歳未満の児童で、身体障害者福祉法に定める障がいと同じ程度
の障がいが有するか、現存する疾患が、これらを放置すると将来同法に定める障がいと同じ程度の障が
いを残すと認められる児童に対して、手術等により確実な治療効果が期待できる場合に、生活能力を得
るための医療をいいます。

自立支援医療（精神通院医療）

　「自立支援医療（精神通院医療）」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神疾患
（てんかんを含む）を有する方が、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状がある場合に受け
られる制度です。
★自立支援医療を利用すると、自己負担額が原則として医療費の１割負担となり、所得に応じて月の自
己負担上限額が決められています。

申請に必要なもの（詳しくはお問い合わせください。）

・各種申請書　・医師の意見書　・健康保険証　・市町村民税課税証明書（省略可の場合有）
・（年金受給者の場合）年金振込み通知書又は振込のあった通帳　・印鑑
・マイナンバー確認書類※　等

※平成28年１月より個人番号（マイナンバー）制度の利用開始にともない、申請書に個人番号の記入が
必要となります。
　申請時には個人番号カード又は通知カード＋本人確認書類（運転免許証、障害者手帳等）の提示を
お願いします。

☆次回は特定疾患に係る医療費助成制度について
　ご紹介します。

～申請および問い合わせ先～
　　健康福祉課　　　　　　　　72-1229
　　清和支所健康福祉係　　　　82-2111
　　蘇陽支所健康福祉係　　　　83-1111

平
成
28
年
経
済
セ
ン
サ
ス
―

活
動
調
査
の
延
期
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
６
月
１
日
を
基
準
日
に
平
成
28

年
経
済
セ
ン
サ
ス
―
活
動
調
査
を
実
施
予
定

と
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
28
年
熊
本
地
震

の
被
害
状
況
を
踏
ま
え
、
山
都
町
の
本
調
査

を
延
期
し
ま
す
。

　

今
後
の
調
査
実
施
日
に
つ
い
て
は
、
未
定

で
す
の
で
、
事
業
所
の
み
な
さ
ま
に
は
大
変

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご

協
力
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
政
策
課
（
72

－

１
２
１
４
）

平
成
28
年
度
教
科
書
展
示
会

　

平
成
28
年
度
教
科
書
展
示
会
を
次
の
日
程

で
開
催
し
ま
す
。

　

教
科
書
展
示
会
の
目
的
は
、
教
育
関
係
者

は
も
ち
ろ
ん
、
広
く
一
般
の
み
な
さ
ま
に
も
、

学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
る
教
科
書
に
対
し
て

関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。
多
く

の
町
民
の
み
な
さ
ま
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

▼
会
場

矢
部
小
学
校
・
清
和
山
村
基
幹
集
落
セ
ン

タ
ー
・
蘇
陽
支
所

▼
日
時

６
月
17
日
㈮
〜
６
月
30
日
㈭

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
40
分

※
土
日
を
除
く

▼
展
示
教
科
書

平
成
29
年
度
使
用
の
見
本
（
小
学
校
・
中

学
校
用
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

学
校
教
育
課
（
72

－

０
４
４
３
）

狩

猟

免

許

試

験

　

狩
猟
免
許
試
験
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
詳
し

く
は
上
益
城
地
域
振
興
局
林
務
課
ま
た
は
農

林
振
興
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
試
験
日
及
び
会
場

７
月
９
日
㈯　

球
磨
総
合
庁
舎

７
月
24
日
㈰　

県
林
業
研
究
指
導
所

８
月
６
日
㈯　

宇
城
総
合
庁
舎

８
月
27
日
㈯　

天
草
総
合
庁
舎

12
月
25
日
㈰　

県
庁
本
館

平
成
29
年
１
月
28
日
㈯　

県
庁
本
館

※
試
験
日
に
よ
っ
て
会
場
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
そ
れ
ぞ
れ
の
申
込
締
切
は
試
験
日
の
10
日

前
ま
で
で
す
。

※
申
込
締
切
日
も
し
く
は
締
切
前
日
に
熊
本
県

猟
友
会
主
催
の
初
心
者
講
習
も
あ
り
ま
す
。

▼
試
験
の
種
類

網
猟
免
許
、
わ
な
猟
免
許
、
第
一
種
銃
猟

免
許
、
第
二
種
銃
猟
免
許

▼
必
要
書
類

狩
猟
免
許
申
請
書
、写
真
、医
師
の
診
断
書
、

返
信
用
封
筒
、
収
入
証
紙

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
益
城
地
域
振
興
局
林
務
課

（
０
９
６

－

２
８
２

－

０
３
３
３
）

熊
本
県
猟
友
会

（
０
９
６

－

３
７
１

－

６
６
４
１
）

農
林
振
興
課
（
72

－

１
１
３
６
）

平
成
28
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

　

平
成
28
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
が
次

の
と
お
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

▼
日
時

８
月
９
日
㈫
午
前
10
時
か
ら
正
午
ま
で

▼
場
所

東
海
大
学
付
属
熊
本
星
翔
高
等
学
校
（
熊

本
市
東
区
渡
鹿
９
丁
目
１
番
１
号
）

※
受
験
者
用
の
駐
車
場
は
な
い
た
め
、
試
験

当
日
は
公
共
交
通
機
関
等
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

▼
試
験
の
種
類

試
験
は
、
次
の
種
類
に
分
け
て
実
施
し
、

受
験
者
は
、
そ
の
う
ち
一
種
類
を
選
択
す

る
も
の
と
す
る
。

⑴
一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

⑵
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

⑶
特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

▼
受
験
資
格

特
に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
次

に
掲
げ
る
者
は
、
毒
物
劇
物
取
扱
責
任
者

と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

▽
18
歳
未
満
の
者

▽
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
毒
物
劇
物
取

扱
責
任
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当

た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
お
よ
び
意
思

疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

▽
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
ま
た
は
覚
せ
い
剤

の
中
毒
者

▽
毒
物
若
し
く
は
劇
物
ま
た
は
薬
事
に
関
す

る
罪
を
犯
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
、
そ
の
執
行
を
終
り
、
ま
た
は
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算

し
て
３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

▼
試
験
の
方
法

試
験
は
、
試
験
の
種
類
ご
と
に
、
筆
記
試

験
お
よ
び
実
地
試
験
を
筆
記
に
よ
り
行
い

ま
す
。

▼
受
験
願
書
受
付
期
間

６
月
６
日
㈪
か
ら
６
月
17
日
㈮
ま
で
（
土

曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。）
の
午
前
８
時

30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
。

た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
６
月
６

日
㈪
か
ら
６
月
17
日
㈮
ま
で
の
間
の
消
印

が
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

▼
受
験
願
書
請
求
お
よ
び
提
出
先

熊
本
県
健
康
福
祉
部
健
康
局
薬
務
衛
生
課

又
は
各
地
域
振
興
局
保
健
福
祉
環
境
部
衛

生
環
境
課
（
保
健
所
衛
生
環
境
課
）

（
※
受
験
願
書
は
熊
本
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

▼
問
い
合
わ
せ
先

熊
本
県
健
康
福
祉
部
健
康
局
薬
務
衛
生
課

（
０
９
６

－

３
３
３

－

２
２
４
２
）

環
境
水
道
課
（
72

－

４
０
０
２
）

６
月
は「
心
の
き
ず
な
を
深
め
る
月
間
」

　

皆
さ
ん
の
周
り
に
は
、
い
じ
め
や
仲
間
は

ず
し
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
「
い
じ
め
を
し
て
い
る
人
を
見
て
、
注
意

を
す
る
と
、
自
分
が
い
じ
め
や
仲
間
は
ず
し

を
さ
れ
る
か
ら
知
ら
な
い
振
り
を
し
て
お
こ

う
。」
と
、
黙
っ
て
見
て
い
る
人
も
、
い
じ
め

を
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

い
じ
め
や
差
別
は
、
見
よ
う
と
す
る
心
が

な
け
れ
ば
見
え
て
き
ま
せ
ん
。

　

い
じ
め
ら
れ
て
い
る
人
の
立
場
に
立
っ
て
、

少
し
勇
気
を
出
し
て「
い
じ
め
を
や
め
よ
う
！

仲
間
は
ず
し
を
や
め
よ
う
！
」
と
言
っ
て
み

ま
せ
ん
か
。

　

い
じ
め
や
仲
間
は
ず
し
は
子
ど
も
達
の
こ

と
だ
け
で
は
な
く
、
大
人
社
会
の
中
に
も
あ

り
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
周
り
を
よ
く
見
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
し
て
、
職
場
や
地
域
の
中
で
も
話
し
合

い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
温
か
い
輪
を
つ
な

ぎ
、
人
と
人
と
の
絆
を
深
め
て
い
く
こ
と
で
、

い
じ
め
が
起
こ
ら
な
い
、
心
の
居
場
所
と
な

る
学
校
、
家
庭
、
地
域
を
つ
く
っ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

▼
相
談
窓
口
お
よ
び
時
間

▽
熊
本
県
24
時
間
子
ど
も
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ダ
イ
ヤ
ル

　
（
０
１
２
０

－

０

－

７
８
３
１
０
）

　

24
時
間

※
Ｐ
Ｈ
Ｓ
、
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
つ
な
が
り
ま

せ
ん
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

▽
熊
本
県
教
育
庁
義
務
教
育
課
内
相
談
電
話

（
０
９
６

－

３
８
１

－

８
０
０
０
）

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分

▽
熊
本
い
の
ち
の
電
話

（
０
９
６

－

３
５
３

－
４
３
４
３
）

毎
月
10
日
の
年
中
無
休
24
時
間

▼
問
い
合
わ
せ
先

学
校
教
育
課
（
72

－

０
４
４
３
）

23 22広報やまと 2016. 6 月号 広報やまと 2016. 6 月号


